
申込書受任者（予約）

「新・水戸市民会館計画」の白紙撤回を求めて

・水戸市民で20歳以上の方にお願いします。

住民票記載の住所
但し（例）976番地12
→976－12でよい

・この申込書は、今回の住民投票運動に限ります。
・この申込書は代筆可。（市選管に提出分は代筆不可）

           年

メールアドレス

（省略可）

〒

月 日

氏　名
（ふりがな） 　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　（　　　　 ― 　　　　　）
  住　所
（住民票記載の住所）

  電　話
（できれば携帯も）

◎「計画」の問題点、私たちの「一つの提案」（100 億円
以下で充分建築可能です）は、「カラーチラシ」を活用
して下さい。

　法律（地方自治法）では、受任者だけが署名集めがで
きます。１ヵ月という短期間の署名集めとなりますの
で、受任者（水戸市民の有権者）が多数必要です

記入日

水戸市

住民投票条例請求を
市長へ申請・交付・告示

市選管へ署名簿の提出・審査

〈議会〉審議・請求者の意見陳述

市議会招集 (20 日以内）

採決 可決されると住民投票へ

有権者の 50分の１( 水戸市では９月 2日
現在 4,414 人）以上の署名（自筆）・生年
月日・押印が必要です。

％

有権者の署名を集める

300億円以上の税金投入は中止を！

「受任者」を募集します
　請求代表者から委任を受けて（受任）、有権者の署名
を集めていただく人です。

受任者とは 住民投票までの主な流れ

田中　重博 丸山　幸司 大内　久美子 岩清水　理

2015年 12月６日 ( 日 )14時～16時30分
茨城県ＪＡ会館４Ｆ大会議室（水戸市梅香1－1－4）

新・水戸市民会館計画の白紙撤回を求める市民の会（仮称）・準備会
〈代表〉 〈事務局長〉

茨城大学名誉教授・地方自治論
茨城県自治体問題研究所理事長

弁護士・水戸翔合同
法律事務所

「明るい水戸市をつくる会」
2015年水戸市長選候補者

「明るい水戸市をつくる会」
代表委員

〈連絡先〉　〒310－0903 水戸市堀町976－12　　電話・ＦＡＸ　029－253－2845

受任者の募集

　署名集め（告示から１ヵ月）

　どなたでも参加できます（水戸市民に限りません）

●「市民の会」（仮称）結成総会に参加しよう

⇨

⇩

⇩

⇩

⇩

⇩

⇩

キリトリ
●第１次集約場所は裏面をごらんください。


